
 
「BB サポートワイド会員規約」新旧対照表 

改定前(2007 年 8 月 15 日付け) 改定後（2007 年 9 月 4 日付） 
第２条（定義）  第２条（定義） 

(以下追加) 
１０．「Yahoo! BB サービス」とは、本規約の附記第１項に列挙

するものをいいます。 
 

第 6 条の 2（会員特典）  
会員の本サービス加入特典は以下の通りです。  
・専用問い合わせ窓口のご利用  
・電話・リモートサポートの会員価格でのご利用  
・訪問サポートの会員価格でのご利用  
・レンタル接続機器に関する特典の適用  
ただし、レンタル接続機器に関する特典は、当社の判断

により適用されない場合があるものとします。  

第 6 条の 2（会員特典）  
会員の本サービス加入特典は以下の通りです。  
特典  対象サービス  

①専用問い合わせ窓口のご

利用  
Yahoo! BB サービス  
Softbank ブロードバンド

サービス  

②電話・リモートサポート

の会員価格でのご利用  
Yahoo! BB サービス  
Softbank ブロードバンド

サービス  

③訪問サポートの会員価格

でのご利用  
Yahoo! BB サービス  
Softbank ブロードバンド

サービス  

④レンタル接続機器に関す

る特典の適用  
本規約附記（4）の「Yahoo! 
BB ADSL」  
Softbank ブロードバンド

サービス  
ただし、レンタル接続機器に関する特典は、当社の判断に

より適用されない場合があるものとします。  
 

第 17 条（当社側からの解除）  第 17 条（当社側からの解除）  
(以下追加) 
(7)Yahoo! BB サービスまたは Softbank ブロードバンドサ

ービスの利用契約が終了した場合  
 

（新設）  【附記】  
 第２条第（１０）号に定める「Yahoo! BB サービス」と

は、次の通りとします。  
 （１）「Yahoo! BB 光  ホーム」サービス  
 （２）「Yahoo! BB 光  マンション」サービス  
 （３）「Yahoo! BB 光  タイプ S」サービス  
 （４）「Yahoo! BB ADSL」  
 

 


